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資料 １ 

（１）意見書の採択について（２件） 

 

 ① ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の 

充実・強化を求める意見書・・・・・・・ Ｐ２ 

 

陳情団体 ・北海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会 

幹事長 三好 雅 

・北海道町村議会議長会 会長 渡部 孝樹 

 

 

② 令和６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書・・・・・・・ Ｐ３ 

 

陳情団体 福島地区連合会 会長 堀 耕一 
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ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の 

充実・強化を求める意見書（案） 

 

 本道の森林は、全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、地球温暖化防止や国土

の保全、林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十

分に発揮させるためには、森林資源の循環利用を進める必要がある。 

 全国一の森林資源を有する北海道において本町と道が連携し、２０５０年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間

炭素を固定する木材利用の促進、化石燃料の代替となる木質バイオマスの利用促進

など森林吸収源対策を積極的に推進する責務を担っている。 

 本町をはじめ、道内各地域では、森林資源の循環利用に向けて、森林整備事業や

治山事業など国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、

山地災害の防止、木造建築物の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々な取

組を進めてきたところである。 

 本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成す

るためには、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策を一層進め、

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図る

ことが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能を持続的に発揮させるた

め、適切な間伐や伐採後の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防

災・減災対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。 

２ 森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチ

などの優良種苗の安定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材加

工・流通体制の強化、建築物の木造・木質化や木質バイオマスの熱利用の促進な

どによる道産木材の需要拡大、外国人材も含めた森林づくりを担う人材の育成・

確保などに必要な支援を充実・強化すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

  （議決年月日） 

 

                      福島町議会議長 溝部 幸基 
 

 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学

大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣  
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令和６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書 

 

 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア（働く貧困層）解消のための「セー

フティネット」の一つとして最も重要なものです。 

 道内で働く者の暮らしは昨今の物価上昇で一層厳しく、特に、年収 200 万円以下

の所謂ワーキングプアと呼ばれる労働者は、令和 4 年民間給与実態統計調査結果札

幌国税局分によると道内でも 39.6万人と、給与所得者の 23.3％に達しています。ま

た、2023年に引き上げた 40円で、道内の常用労働者 216万人（内パート労働者 64.7

万人）の内、48万人を超える労働者が最低賃金近傍に張り付いている状況です。 

労働基準法第 2条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定め

ていますが、現状では最低賃金の影響を受けやすい非正規雇用労働者は、労働条件

決定にほとんど関与することができません。 

 令和 5年 8月 31日に開催された第 21回『新しい資本主義実現会議』において「公

労使三者構成の最低賃金審議会で、毎年の賃上げ額についてしっかりと議論してい

ただき、その積み上げにより 2030年代半ばまでに、全国加重平均が 1,500円となる

ことを目指していく」と述べられています。 

最低賃金の引き上げ金額が低ければ、その近傍で働く多くの方の生活は、より一

層厳しいものとなり、個人の消費行動にも影響を与え、北海道経済にも悪影響を与

えかねません。 

 つきましては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、令和 6年

度の北海道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。 

 

記 

 

1. 賃金構造基本統計調査の北海道における短時間労働者の平均時間額や民間の求

人時間額などを参考として、最低賃金を大幅に引き上げること。 

2. 設定する最低賃金は、道内高卒初任給時間換算額「時間額 1,078円」を下回らな

い水準に改善すること。 

3. 賃上げの原資確保のため、公正取引を促す「パートナーシップ構築宣言」の宣言

企業拡大を進めると同時に、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

を推し進め、最低賃金の大幅引き上げを図ること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

  （議決年月日） 

 

                      福島町議会議長 溝部 幸基 
 

 提出先 北海道労働局、北海道地方最低賃金審査会 

 


